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2026 年 KGA 杯ジュニアゴルフ大会 実施規定 
 

 主催：一般社団法人関東ゴルフ連盟(KGA) 
 共催：関東高等学校・中学校ゴルフ連盟(KHGA) 
 
 
1. 会場および日程 カレドニアン・ゴルフクラブ 

 〒289-1756 千葉県山武郡横芝町長倉 1658 TEL 0479-82-6161 

【女子の部】 8 月 20 日(木) 
【男子の部】 8 月 21 日(金) 
 

2. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 
 

 
3. 競技委員会の裁定 委員会はローカルルール競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委

員会の裁定は最終である。 
 

4. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー 
※ただし、悪天候、天災、高温などにより、ホール数を短縮する場合がある。 

 
5. タイの決定 タイが生じた場合は、「マッチング・スコアカード方式」により順位を決定する。なお、マッチング・

スコアカード方式でも決定しない場合は「当該の委員会による「くじ引き」で決定する。 
 
6. クラブと球の規 (1)ストロークを行うために使うドライバーは R&A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリスト 

に掲載さているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 
(2)ストロークを行う時に使用する球は R&A が発行する最新の適合球リストに掲載されていなけ

ればならない。 
 

7. キャディーの制限  プレーヤーはラウンド中に委員会によって指定された者以外をキャディーとして使ってはならい。

※なお、プレー形式は共用のキャディーとなる。 
 

8. 競技終了時点 委員会の作成した成績表が KGA 公式ホームページに掲示された時点をもって終了したものと

みなす。 
 
9. 参加資格 下記(1)～(6)すべてに該当する者に参加資格を付与する。 

(1) JGA ジュニア会員であること。 
(2) 原則として関東地区の在住者または在校者であること。 
(3) 18 ホールを平均 100 ストローク以内でラウンドできること。 
(4) J-sys に登録されていること。 
(5) 本年関東ジュニアゴルフ選手権予選競技または決勝競技にエントリーしていること。 
(6) 2026 年(第 70 回)日本ジュニアゴルフ選手権の出場資格を保持していないこと。 

 
※1. 年齢区分は下記の通りとする。 

15 歳～17 歳の部 
2008 年 4 月 2 日より 2011 年 4 月 1 日の間に誕生の者 
 
12 歳～14 歳の部 
2011 年 4 月 2 日より 2014 年 4 月 1 日の間に誕生の者 
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※2. 競技委員会は競技中を含めいつでも、出場にふさわしくないと判断したプレーヤーの参加

資格を取り消すことができる。なお、競技委員会は、プレーヤーが次のいずれか一つにで

も該当する場合(ただし、これらに限られない)、当該プレーヤーを出場に相応しくないプレ

ーヤーと判断するものとする。 
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等そ

の他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。 
② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行

為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を

用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為そ

の他これらに準ずる行為を行ったことのある者であることが判明したとき。 
※3. 関東地区とは、KGA 管轄の 1 都 10 県（新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、千

葉、東京、神奈川、静岡）をいう。 
 

10. 定員   【女子の部】 128 名 
15～17 歳の部 64 名 12～14 歳の部 64 名 
【男子の部】 128 名 
15～17 歳の部 64 名 12～14 歳の部 64 名 
※1. 先着順に申し込みを受け付ける。 
※2. 申込状況により男女とも各部門の定員を変更する場合がある。 

 
11. 申込方法 KGA ホームページで申し込みを受け付ける。 

 
12. 申込受付開始 7 月 24 日(金) 午前 10 時 00 分から 
 
13. 申込受付締切 8 月 5 日(水)  午後 5 時 00 分まで 
 
14. 参加者の決定 8 月 7 日(金)  午後 5 時過ぎに KGA ホームページで発表する。 
 
15. 参加料 5,500 円(消費税含む) ※別途プレー代がかかる。 

競技日当日にカレドニアン・ゴルフクラブのフロントへプレー代と共に支払うこと。 
 
16. 指定練習日 無し 
 
17. 賞 【女子の部】 

15～17 歳の部 優勝者、第 2 位、第 3 位 KGA 杯メダル 
12～14 歳の部 優勝者、第 2 位、第 3 位 KGA 杯メダル 
【男子の部】 
15～17 歳の部 優勝者、第 2 位、第 3 位 KGA 杯メダル 
12～14 歳の部 優勝者、第 2 位、第 3 位 KGA 杯メダル 
 

18. 締切後の欠席 申込締切以降に参加を取り止めた場合は参加料 5,500 円を徴収する。 
競技終了後、8 月 31 日(月)までに下記口座へ選手名で振り込むこと。 
 
『三井住友銀行(0009) 銀座支店(026) 普通預金口座 の No.8416275 
一般社団法人関東ゴルフ連盟スクール口』 
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19. 個人情報に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込に際し、KGA が取得する参加申込者の個人情報を次の目的の範

囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。 
(1) KGA が主催する競技の参加資格の審査 
(2) 競技の開催及び運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類(組み合わ

せ表等)の発送、②競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の

氏名、生年月日、所属(所属倶楽部、学生の場合、学校名学年)、その他選手紹介情報なら

びに競技結果の公表を含む。 
(3) 参加申込に際し、KGA が取得する参加申込者の個人情報と、その競技における競技結果

の記録の保存、ならびに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)②記載の公表

事項の適宜の方法による公表。 
 

20. 肖像権に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込に際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含

む)に関して、その中継・再映・報道・広報のため、あるいはKGAの目的に反しない範囲で利用

するために、写真・テレビ・映画・ラジオ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは

編集物(適正範囲の編集に限る)にかかるプレーヤーの肖像権(収録物等にかかるプレーヤー

の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして

他に提供する権利)を KGA に譲渡することを、予め承諾することを要する。 
 

21. 行動規範    プレーヤー、またはそのキャディーは KGA が定める「行動規範」に従わなければならない。 
【行動規範】 
KGA 競技委員会はプレーヤー、開催倶楽部、そしてこの競技に関わる人々の質に誇りを持っ 
ています。この競技がすべての人々に楽しんでもらえるように、すべてのプレーヤーはこの行動 
規範に従わなければなりません。行動規範は練習ラウンドを含めこの競技の開催期間中はす 
べてのプレーヤー、そのキャディーに適用されます。この規範の目的は、プレーヤーに自らの 
行動の結果を知ってもらうために、プレーヤーに期待されることを説明し、違反となる行動を明 
確にすることにあります。規則1.2「プレーヤーの行動基準」に基づき、プレーヤーはこの行動規 
範の内容を知っておかなければなりません。  
【行動規範の違反となる行動の例】 

・ コースの保護をしない(例えば、バンカーをならさない、ディボットを元に戻さない、目土をしな 
いなど) 

・ 受け入れられない言動をする。 
・ クラブ、コースを乱暴に扱う(クラブを投げたり、コースを損傷させる)。 
・ 他のプレーヤー、競技委員、関係者、ギャラリーに失礼な態度をとる。 
・ いじめ、ハラスメント、差別、脅迫。 
・ 認められていない場所での喫煙、飲酒。 
・ 違法薬物の摂取。 
・ 違法物の所持。 
・ 開催倶楽部のドレスコード(KGA が別途定めている場所はそのコード)に従わない。 
・ その他ゴルファーとして相応しくない態度。 
・ 政府、地方自治体、開催倶楽部、主催者が要請する新型コロナウイルス感染症防止対策に 
従わない。 

【行動規範の違反の罰】 
・ 行動規範の最初の違反 ：競技委員からの警告、あるいは競技委員会による制裁 
・ 2 回目の違反 ：1 罰打 
・ 3 回目の違反 ：2 罰打 
・ 4 回目の違反や重大な非行 ：失格。 
プレーヤーは上記の行動基準に違反した時点で罰が自動的に適用されるのではなく、罰を適 
用するかどうかについては競技委員会、競技委員長の裁量に委ねられる。  
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【懲戒的な制裁】 

競技委員会には行動規範に違反したプレーヤーに、今後の KGA 競技への参加を一定期間 
認めない等の懲戒的な制裁をする権限がある。失格の罰を伴う行動規範の違反や重大な非行 
をしたプレーヤーに懲戒的な制裁をする場合、競技委員会は書面によりそのプレーヤーに通 
知する。プレーヤーはその書面の日付から 30 日以内でその違反に対する弁明を書名で提出 
することができる。競技委員会は提出された文書、競技委員、関係者等からのすべての情報を 
勘案して制裁を決定する。 
【ゲームの精神に反する行動の重大な違反】 
上記行動規範に関わらず、規則 1.2a に基づいて、競技委員会はゲームの精神に反する

行動 の重大な非行についてプレーヤーを失格とすることができる。 
 

22. 注意事項 (1)アマチュア資格規則にご注意ください。参加申込の際は自身のアマチュア資格を確認した 
上で申し込み願います。なお、不明な点は日本ゴルフ協会ホームページ(www.jga.or.jp)
や日本ゴルフ協会発行の『アマチュア資格規則』等を参照願います。 

(2) パッティンググリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とすることがあります。 
(3) 本競技のスコアは「競技スコア」として KGA で一括して J-sys に登録します。 

プレーヤー本人が登録されないようご注意ください。 
(4) プレー料金は、会員並み料金となります。また、プレーの途中で競技が中止となった場合の

プレー代はプレーヤー自身の負担となります。 
(5)申込受付状況に関する情報は KGA ホームページに掲載し、逐次更新するので確認してく

ださい。 
(6)打球事故防止やカート事故など安全に配慮してください。また、ギャラリーを同伴する 場

合はギャラリーの方にも注意を呼び掛けてください。 
(7)J アラート(全国瞬時警報システム)や緊急速報メール等により緊急情報が伝えられた

場合はプレーの即時中断とします。落ち着いて直ちに避難してください。 
 

 


